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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、以下の企業理念を意思決定の根幹の考え方と位置づけ、すべてのステークホルダーの期待・信頼に応えるため、経営の適法
性・健全性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定と効率的な業務執行並びに監督・監査機能強化を実現する経営体制を構築し、経営・執
行責任の明確化を推進することともに、コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでいます。

【企業理念】

IoT化を支える技術・製品を開発・提供し続けることによって、社会の変革と新たな価値創造に貢献することが当社グループの使命であり、「CONN
ECT YOUR DREAMS TO THE FUTURE.」のスローガンの下、以下の理念を意思決定の軸とする。

Vision Statement：　

　 「技術」「知恵」「創造性」と「勇気」で世界を革新し続ける独立系、企画・研究型企業

Core Value：　

　　Unique／Fair／Open-minded

「Unique」：個性、独創性を大切にし、先駆者を称賛する 前例のない挑戦に対する失敗は奨励

「Fair」　：顧客、株主、従業員とその家族、社会、多様な文化、価値観、技術を 広く尊重し、公明正大である

「Open-minded」：　先入観、偏見、常識にとらわれない 国内にも海外にも広い視野を持つ

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

＜原則１―４：政策保有株式＞

コーポレートガバナンス基本方針（以下のリンク先）第19条をご覧下さい。

コーポレートガバナンス基本方針：https://www.access-company.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2020/03/cgk_20200313b.pdf

＜原則１―７：関連当事者間取引＞

コーポレートガバナンス基本方針第20条をご覧下さい。

＜補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保＞

当社は「企業行動基準」において、「社員の多様性、人格、個性を尊重しつつ、一生懸命仕事をしたい人、自分をより高めたい人に優れた場を提
供」することを示しております。当社はグローバルに事業を展開する上で、年齢や性別、国籍等に関らず、様々な価値観やバックグラウンドを持っ
た優秀な人材を積極的に登用していくことが重要との認識であります。今後も中核人材の多様性確保を進めることで、柔軟な発想や幅広い視点を
もった人材の活躍を推進し、当社の持続的な成長を図ってまいります。

また、女性活躍推進施策の一環として、以下の施策を実施し、職場環境整備やワークライフバランスの実現に向けた支援を行っております。

１．将来の女性管理職、リーダーを輩出するための取り組み（リーダー育成研修、1on1コミュニケーション、従業員との対話を通じた施策の立案等）

２．柔軟な働き方について、施策の拡充（リモートワーク勤務、遠隔地採用、ライフプランに合わせた雇用形態等）

３．女性管理職比率については、ACCESSグループ全体として、2031年1月期までに30％、2027年1月期までに19％以上を目指します。

現在の当社における管理職については、中途採用比率が79.6％、女性比率が16.9％となっております。また、海外拠点における事業の中核を担う
重要ポスト（CxO）の外国人比率は、64.7％となっております。今後更なる多様性の確保に向けては、女性管理職比率を2027年1月期までに19％以
上、2031年1月期までに30％以上となることを目指すための環境整備や育成強化を通じて、中長期的に執行役員や取締役など、経営の意思決定
に関わる女性を育成・輩出していきます。

＜原則2－6：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮＞

当社は確定給付型企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の管理・運用については外部の資産管理運用機関等に委託しています。企
業年金の運用状況について、人事部門及び経理部門が定期的にモニタリングを行うほか、担当者の専門性を高めるため外部研修へ参加する等

の教育を実施し、アセットオーナーとしての資質の向上に取り組んでおります。また、2021年9月より、従業員の資産形成の支援を目的として確定
拠出年金制度を導入しております。これに伴い、従業員が資産運用を始めるにあたっての基本的な制度内容や、運用に関する注意事項等の教
育・周知を行っております。なお、今後も年に1回加入者全員を対象として、継続的に投資教育を行う事としており、運営管理機関と連携して、従業
員のライフプランに合わせた適切な投資教育が実施されるよう適宜見直しを行ってまいります。



＜原則３―１：情報開示の充実＞

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

コーポレートガバナンス基本方針第２条、以下のリンク先をご覧ください。

　 ・企業理念：https://www.access-company.com/company/vision/

　・企業行動基準：https://www.access-company.com/company/conduct/

　 ・決算説明資料：https://www.access-company.com/investors/library/presentation/

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレートガバナンス基本方針第２条、以下のリンク先をご覧ください。

　・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方：https://www.access-company.com/esg/governance/policy/

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

コーポレートガバナンス基本方針第14条、以下のリンク先をご覧ください。

　・役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項：https://www.access-company.com/esg/governance/compensation/

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

コーポレートガバナンス基本方針第6条及び第11条をご覧ください。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役の個別の選任理由については、第41回定時株主総会招集通知（6ページ～15ページ）、及び臨時株主総会招集通知（4ページ）、監査役の
個別の選任理由については、第39回定時株主総会招集通知（15ページ～16ページ）、及び臨時株主総会招集通知（5ページ～6ページ）をご覧下
さい。

〈補充原則３－１－３：サステナビリティに関する開示〉

（サステナビリティに関する考え方及び取り組み）

企業が継続的に活動していく上で、サステナビリティは重要な課題であると認識しております。私たちの製品・サービスが顧客の課題を解決するこ
とを通じて、様々な社会課題の解決に資する新たな価値を創造し、社会の発展に貢献していくことで、当社の企業価値向上につなげてまいりま
す。

当社グループは、「技術」「知恵」「創造性」と「勇気」で世界を革新し続ける独立系、企画・研究型企業という Vision Statementのもと、IoT化を支え

る技術・製品を開発・提供し続けることにより社会の変革と新たな価値創造に貢献するとともに、ガラパゴス化に陥ることなくグローバルにスケール
するビジネスモデルを構築し、企業価値の 向上を目指してまいりました。引き続きこれらの実現に取り組むとともに、持続的な開発目標（SDGs）や

ESGを経営に 取り入れ、サスティナブルな社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

(1)サステナビリティに関する取組

　①ガバナンス

当社は、代表取締役社長執行役員を議長とするサステナビリティワーキンググループを設置し、気候変動を含むサステナビリティに関連する事項
に関し、リスクの発生頻度と事業への影響度合いを考慮しながら特定・分析・評価をしております。評価の結果、自社の事業活動に大きな影響を
及ぼすと判断した事項については、対応策の立案・実行その他必要な事項の実施に関してモニタリングを行い、管理しております。サステナビリ
ティワーキンググループで検討、決定された気候変動を含めたサステナビリティに関連する事項は、取締役会と経営会議に年1回以上報告される
ものとし、コンプライアンス・リスク管理委員会で特定された他のリスクと共に取締役 会で審議し、必要に応じて指示を行う等、取締役会を主体とし

て全社的なリスク管理体制を構築し適切に監督しております。

当社のサステナビリティに関する取り組みは、以下のサイトをご覧ください。

　当社ウェブページ：https://www.access-company.com/esg/

　②戦略

当社グループは「CONNECT YOUR DREAMS TO THE FUTURE.」をスローガンに掲げており、すべての機器をネットにつないできた先駆的存在とし

て、「つなぐ」技術により、新たな価値創造に資する技術・製品を開発・提供し続け、あらゆるステークホルダーに貢献していくことを当社グループの
使命としております。これらの実現に向けて、当社で特定したサステナビリティ課題への対応策の立案・実行その他必要な事項のモニタリングを継
続的に行うとともに、具体的な指標・目標を設定し、中長期的な事業戦略と連携して、企業価値向上に取り組んでまいります。

事業戦略に関する詳細は、第41期有価証券報告書「第２【事業の状況】 １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」に記載しております。

　③リスク管理

当社グループのリスク管理の詳細については、第41期有価証券報告書「第２【事業の状況】 ３【事業等のリスク】」に記載しております。

また、気候変動に関するリスク・機会の概要については、以下のサイトをご覧ください。

　当社ウェブページ：https://www.access-company.com/esg/environment/

　④指標及び目標

当社グループは、環境負荷の低減を含めた気候変動に対する取り組みを評価・管理するため、温室効果ガス (GHG)排出量を算定しており、世界

の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃以下に、可能な限り1.5℃に抑え る努力をするというパリ協定で示された世界共通の長期目標に

寄与するべく、気候変動に対する対応を推進してまいります。

当社におけるScope1及びScope2のGHG排出量の実績は以下のサイトをご覧ください。

　当社ウェブページ：https://www.access-company.com/esg/environment/

今後、当社連結子会社のScope1及び Scope2のGHG排出量と、サプライチェーン全体の排出量を把握するため、Scope3の排出量算定を検討して

まいります。

(1)人的資本に関する取組

　①ガバナンス

当社グループは、上場企業として透明性と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確
保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員
会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人
材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。



　②戦略

当社グループにおける「人事に関する基本方針」として、人材を最も重要な経営資本として定義しており、従業員一人ひとりの価値観や独創性、プ
ロフェッショナリズムを重んじ、国籍、性別、年齢等を問わず、多様な人 材の確保、育成、管理職への登用、従業員が健康で生き生きと働ける環

境整備等を行い、個の能力が最大限に発揮できるよう、従業員の成長を支援するとともに、イノベーション創出につながる風土の醸成を目指すも
のとなっております。人材の多様性を含む人材育成及び社内環境整備に関する方針については、以下のとおり取り組んでまいります。

[人的資本に関する投資方針]

当社の人的資本に関する投資方針は以下のとおりであり、人材戦略として３つの観点で人的資本投資を行い、 中期経営計画達成に向け経営戦

略の実現を図ってまいります。

　１．人への投資：人の能力／人材の最大化

　　・価値観・独創性・プロフェッショナルを重んじた多様な人材を確保・育成する。

　　・国籍・性別・年齢等を問わず、管理職への登用、成長の支援を行う。

　２．.働く環境整備への投資：エンゲージメント向上

　　・従業員が健康で生き生きと働ける多様な働き方の環境整備を行う。

　　・社員一人ひとりが能力を最大限発揮できる人事制度の基盤整理を行う。

　３．.カルチャー・組織風土への投資：新たな価値を共創する「挑戦」や「D&I」の風土を醸成

　　・人権の尊重、心理的安全性を確保し、イノベーションを創出する風土を醸成する。

　　・多様な人材が価値創造を生み出せるようダイバーシティ＆インクルージョンを実践する。

[人材育成及び社内環境整備に関する方針]

人材の多様性を含む人材育成及び社内環境整備に関する方針については、以下のとおり取り組んでまいります。

　１．人材育成方針

ACCESSの源泉は「人材」であり、従業員一人ひとりの能力を活かし、持続的な学習意欲・成長意欲を向上させることがACCESSの成長エンジンと
なります。一人ひとりがプロフェッショナルとして能力を最大限に発揮できるよう、人材育成体系を整備し、自発的な成長を促す育成、挑戦機会を
提供します。

　 ・一人ひとりが経験から学び、成長につなげることを推進

　 ・従業員の目指すキャリアと会社が期待する役割を共有し、評価とフィードバックを重ねることで従業員の成長を支援

　 ・自らが得た技術、知識、経験を仲間と共有し合い、共に成長していくことを推奨

　 ・グローバル視点で物事を考える志向性を重んじ、自らのチャレンジによって、海外での業務経験を積める環境を支援

（人材育成体系）

人材育成体系は、「全社共通」と「専門職種」の大きく2つの育成体系から構成されており、従業員一人ひとりの個性、多様性、キャリアに合わせ
た、教育や挑戦の機会を提供しています。研修については、会社が参加者を指名し受講するほか、研修ラインナップの中から本人希望もしくは上
司推薦により受講することができます。また、自らのキャリアを実現したいという従業員の挑戦を支援する「自己啓発支援」制度があります。

（社内での学びの場）

ACCESSでは、オープンな学び場として「技術勉強会」や「プレゼン大会」が定期的に開催されています。 自らが得た技術、知識、経験を共有するこ

とで知見を広げ、学ぶきっかけを得る場でもあり、従業員同士の 交流の場にもなっています。また、定期的な上司との「1on1コミュニケーション」や

組織ごとの「人材育成会議」等を通じて、従業員一人ひとりのキャリアや成長度合いと向き合い、評価とフィードバックを重ねることで成長支援を行
います。

（グローバル人材育成）

グローバル人材育成としては、ACCESSグループ各国の多様な人材との交流、海外での業務経験を通じて、 技術・知識・勇気・創造性を得るととも

に、各国の文化の多様性を理解し、異文化ネットワークを構築する ことで、ACCESSグループ全体の一体感を醸成していきます。多様な個性を

もった従業員が各国で活躍することを通して、グローバルでの連携を強化し、製品開発や事業創造、組織力強化に活かしていきます。

　２．.社内環境整備方針

ACCESSは、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大限発揮できるよう、それぞれのライフステージに合わせて安心して働き続けられるよう労働
環境の整備を進めています。ワークライフバランスの充実に向けて、多様な勤務体系を可能とするフレックスタイム制や裁量労働制・リモートワー
ク勤務制度等を整備するほか、従業員の希望に応じた兼業・副業が行える環境整備も進めております。従業員が健康を維持・増進し、仕事への

モチベーションや成長意欲を向上させるため、従業員の健康管理に関する取り組み、育児・介護・看護といったライフイベントを支えるための休暇・
休職や短時間勤務、積立有給制度等、福利厚生を整備しています。

組織風土を把握し従業員エンゲージメント向上を図るため、定期的なエンゲージメントサーベイを実施し、 調査結果の確認・分析を行うとともに、

課題解決に向けた各種施策の導入検討を行う等、組織的な改善活動に取り組んでいます。

（福利厚生の取組）

確定拠出企業年金、確定給付企業年金、株式報酬制度(J-ESOP)、積立有給休暇、誕生日休暇、リモートワーク勤務制度

（部門横断型のコミュニケーションの取組）

ビアバッシュ（エンジニアを中心にビールや軽食を楽しみながらカジュアルな雰囲気で交流を深める）、Rookies Bar（新卒・中途入社3年以内の

方々が集まって飲食しながら交流を深める会）、ランチ会（お弁当を食べながら交流を深める）、サークル活動（ボルダリング、競技プログラミング
部、テニス部など）

（心身の健康状況把握の取組）

定期健康診断、婦人科検診、ストレスチェック

（メンタルヘルス対策の取組）

社内相談窓口の設置、産業医や外部専門医師による面談、衛生委員会からの定期的な情報発信、1on1コミュニケーション、メンタルヘルス研修
等、さまざまな支援施策を推進

　③　リスク管理

当社グループが継続的に事業の発展を遂げるためには、専門技術に精通した人材や経営・組織運営といったマネジメント能力に優れた人材の確
保、育成を継続的に推進していくことが必要と考えております。少子高齢化に伴い、必要な人材を継続的に獲得する為、国内では新卒採用の充足



に加えキャリア採用の強化に向け、BPO等の活 用も含め、採用体制の強化を進めております。また、就業場所の柔軟性を確保するため、リモート

ワークを前提 とした就業体系とする制度導入など、働き方の柔軟性を高めた人材採用も行っております。人材育成面におきましては、上司との定

期的な1on1や年2回の人材育成会議による年間育成計画の策定・見直しを通して、一人ひとりのキャリア形成や育成方針に沿った、能力向上の
機会の提供に努めております。また、従業員一人ひとりの能力 を最大限に引き出す為の社内環境整備に努めるほか、定期的なエンゲージメント

サーベイを実施し、従業員の働 きがいをモニタリングする仕組みを構築し、その結果をコンプライアンス・リスク管理委員会に報告しております。

詳細は、第41期有価証券報告書　「第２【事業の状況】 ３【事業等のリスク】」に記載のとおりです。

　④　指標及び目標

当社グループはVisionに則り「世界を革新し続ける」企業を目指す上で、ダイバーシティ＆インクルージョンを重要な経営課題の一つと位置付けて
推進しております。現在当社では、従業員ならびに新規採用者に占める女性割合が低水準で推移しており、女性管理職の確保に繋がっていない
ことが課題と認識しております。2027年１月期までには、管理職に占める女性管理職比率については、連結会社で19％以上、提出会社に関しては
新規採用者に占める女性割合を毎年25％以上を目標とし、積極的な女性管理職登用、女性雇用および女性が安心して就業・成長で きる環境を

整備・構築するとともに女性活躍に関する情報発信に努めてまいります。また、当社の源泉である人材の育成については、人材育成方針に基づ
き、持続的な学習意欲、成長意欲の向上を引き出すための教育機会を 提供し、一人ひとりの個性、多様性、キャリアを踏まえつつ、専門性やマネ

ジメント育成に努めてまいります。　

当社の人的資本に関する取り組みについては、以下のサイトをご覧ください。

　当社ウェブページ　https://www.access-company.com/esg/social/

[知的財産に関する投資方針]

知的財産の投資に関しては、当社は、製品・サービスの企画研究開発段階から顧客との取引遂行の過程で創出される知的財産を適切に管理し、
それらを効率的に事業で活用することにより、当社の成長と顧客・ユーザ・株主の価値向上を図っております。

当社の知的財産に関する取り組みについては、以下のサイトをご覧ください。

　当社ウェブページ　https://www.access-company.com/esg/governance/ip/

今後も、サステナビリティへの取り組み内容や、人的資本、知的財産等への投資について、経営戦略、経営課題と整合した分かりやすい開示に努
めてまいります。

＜補充原則４―１―１：取締役会の役割・責務＞

コーポレートガバナンス基本方針第４条をご覧下さい。

＜原則４―９：独立社外取締役の独立性判断基準及び資質＞

以下のリンク先、または第41回定時株主総会招集通知（19ページ）をご覧ください。

　独立役員選任基準：https:/www.access-company.com/esg/governance/organization/

＜補充原則４―１０－１＞

当社は監査役会設置会社を選択しており、現在の取締役の員数8名に対し、独立社外取締役の員数は5名となります。当社は、取締役会と監査役
会という企業統治の基礎となる基本設計のほか、取締役の職務執行の監督・牽制機能を高めるため、代表取締役、取締役、執行役員の候補者や
報酬等の決定に関る諮問機関として、独立社外取締役3名と代表取締役社長執行役員１名を構成員とする指名・報酬委員会を設置しており、取締
役の指名や報酬などの重要事項を検討するにあたっては、独立役員の適切な関与・助言が得られる体制を構築しております。

＜補充原則４―１１―１：取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方＞

当社は、コーポレートガバナンス基本方針第５条及び第６条に従い、当社グループの事業推進、経営監督の視点から、様々な知識、経験、能力を
有し、多様性を備えた取締役候補者の指名を行うこととしております。具体的には、当社の経営理念を実践し経営計画を実現するために必要な各
取締役が備えるべきスキルを特定し、それぞれの候補者に期待する役割を明確にした上で、指名・報酬委員会への諮問を経て候補者の指名を
行っております。

当社のスキルマトリックスについては、以下のリンク先をご覧ください。

　当社ウェブページ　https://www.access-company.com/company/governance/organization/

＜補充原則４―１１―２：取締役の重要な兼職の状況＞

第41回定時株主総会招集通知（ 6～15ページ）及び第41回定時株主総会継続会開催通知（21ページ）、臨時株主総会招集通知（4ページ）の各取

締役候補等に関する説明をご覧ください。

＜補充原則４―１１―３＞

当社は、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、2022年1月期から取締役会の実効性につき自己評価・分析を
実施しております。実施にあたっては、外部機関の助言を得ながら取締役会の構成員である全ての取締役及び監査役を対象に匿名形式のアン
ケートを行い、当該外部機関からの集計結果の報告を踏まえた上で分析・議論・評価を行っております。

2025年1月期に実施した実効性評価においては、子会社における重要な業務執行の決定についての適切な報告・情報共有または本社承認の実
施、グループ全体の内部統制システムに基づく子会社を含めたその構築・運用状況の監督・監視の十分な実施、社内取締役による経営上の論点
及びその議論の対立軸や関連する情報の取締役会に対する適時適切な説明・共有、等が課題として認識されておりました。これらの課題として認
識された項目につきましては、取締役会において対策を講じ、改善に向けて取り組んでまいります。

取締役会の実効性評価の結果・概要については以下のリンク先をご覧ください。

　当社ウェブページ　https://www.access-company.com/esg/governance/organization/

＜補充原則４―１４―２：取締役のトレーニング方針＞

コーポレートガバナンス基本方針第15条をご覧下さい。

＜原則５―１：株主との対話方針＞

コーポレートガバナンス基本方針第18条をご覧下さい。



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 検討状況の開示

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

自社の資本コストや株価に関する現状分析・評価等やそれらの改善に向けた具体的な計画について、決定次第開示してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

清原　達郎 12,600,000 31.53

NTT株式会社 5,134,600 12.85

株式会社ＡＣＣＥＳＳ 2,174,708 5.44

株式会社ＳＢＩ証券 1,729,489 4.33

椎橋　正則 935,000 2.34

株式会社日本生物材料センター 723,100 1.81

金子　博昭 713,600 1.79

JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO 349,109 3.49

株式会社ノースブレイン 333,200 0.83

株式会社椎橋商店 333,000 0.83

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 1 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

細川 恒 その他 ○

宮内 義彦 他の会社の出身者

水盛 五実 他の会社の出身者

富田 亜紀 学者

池田　敬 他の会社の出身者 △ △ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

細川 恒 ○

細川　恒氏は、当社が独自に定める「社外
役員の独立性要件」を満たしており、東京
証券取引所に独立役員として届け出てお
ります。

通商産業省（現経済産業省）において要職を歴
任されたほか、大学教授、企業経営者としての
経験を通じて、高い見識を有しており、専門的
な視点から当社への助言や業務執行に対する
適切な監督をいただいております。当社は同氏
のこのような幅広く豊富な経験・見識及びそれ
に基づく助言・監督が、当社事業計画及び成長
戦略の実現、並びに当社の株主価値・企業価
値向上のために必要であると判断し、選任して
おります。

細川恒氏が代表取締役を務めるグリーンアー
ム株式会社、株式会社エコリカバー、株式会社
ROプラス、株式会社TRISTARHCO、株式会社
Anzenion、代表を務める戦略設計事務所LLC
及びチェアマンを務めるTerpl India Private Limi

tedと当社との間には、重要な資本関係や主要
な取引関係はありません。なお、当社は、細川
恒氏が取締役を務める株式会社ミエルカ防災
の議決権を28.6%保有しておりますが、同氏が
同社の業務執行取締役ではないことから当社
の独立役員選任基準に抵触しておらず、社外
取締役の独立性の阻害要因にはならないと判
断しており、これ以外にも社外取締役の独立性
の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆ
えに、当社は、細川恒氏に独立した立場からの
監督機能を発揮していただけるものと考えてお
ります。

宮内 義彦 ○

宮内　義彦氏は、当社が独自に定める「社
外役員の独立性要件」を満たしており、東
京証券取引所に独立役員として届け出て
おります。

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有
し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言・意見の表明をいた
だいております。当社は同氏のこのような幅広
く豊富な経験・見識及びそれに基づく助言・監
督が、当社事業計画及び成長戦略の実現、並
びに当社の株主価値・企業価値向上のために
必要であると判断し、選任しております。

宮内義彦氏がシニア・チェアマンを務めるオリッ
クス株式会社及びそのグループ会社、取締役
を務める三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式
会社、カルビー株式会社、ラクスル株式会社、
株式会社ニトリホールディングス並びにポケ
トーク株式会社と当社との間には、重要な資本
関係や主要な取引関係がなく、これ以外にも社
外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情
は存在しません。ゆえに、当社は、宮内義彦氏
に独立した立場からの監督機能を発揮してい
ただけるものと考えております。

水盛 五実 ○

水盛　五実氏は、当社が独自に定める「社
外役員の独立性要件」を満たしており、東
京証券取引所に独立役員として届け出て
おります。

大蔵省（現財務省）において要職を歴任された
ほか、企業経営者としても豊富な経験と高い見
識を有しており、専門的な視点から当社への助
言や業務執行に対する適切な監督をいただい
ております。当社は同氏のこのような豊富な経
験・見識及びそれに基づく助言・監督が、当社
事業計画及び成長戦略の実現、並びに当社の
株主価値・企業価値向上のために必要である
と判断し、選任しております。

水盛五実氏には、社外取締役の独立性の阻害
要因となりうる事情は存在せず、独立した立場
からの監督機能を発揮していただけるものと考
えております。

富田 亜紀 ○

富田　亜紀氏は、当社が独自に定める「社
外役員の独立性要件」を満たしており、東
京証券取引所に独立役員として届け出て
おります。

情報科学分野における専門的な知識を有して
おり、また公認会計士として財務・会計分野に
関する相当な知見を有しております。現在は大
学の教授として活躍されており、高い見識を
もって当社への助言や業務執行に対する適切
な監督をいただくことが期待できると判断し、選
任しております。

富田亜紀氏が教授を務める東洋大学と当社と
の間には、重要な資本関係や主要な取引関係
がなく、これ以外にも社外取締役の独立性の阻
害要因となりうる事情は存在しません。ゆえ
に、富田亜紀氏に独立した立場からの監督機
能を発揮していただけるものと考えております。



池田　敬 　 ―――

NTT株式会社及び東日本電信電話株式会社
において要職を歴任し、情報技術、ネットワーク
技術等の情報通信の領域において高い見識と
豊富な経験を有しております。当社と資本業務
提携契約を締結したNTT株式会社のグループ
会社において要職を務める同氏を引き続き選
任することで、両社の連携及び協力関係が一
層深まり、同氏による業務執行の監督及び専
門的な視点からの助言が、当社事業計画及び
成長戦略の実現に資することを期待し、選任し
ております。

池田敬氏が代表取締役を務める東日本電信電
話株式会社及び株式会社エヌ・ティ・ティ エム

イーと当社との間には、重要な資本関係や主
要な取引関係はありません。また、当該２社
は、当社の主要株主であるNTT株式会社のグ
ループ会社であり、当社は2023年12月12日付
でNTT株式会社との間に資本業務提携契約を
締結しておりますが、当該事実は社外取締役
の独立性の阻害要因にはならないと判断して
おり、これ以外にも社外取締役の独立性の阻
害要因となりうる事情は存在しません。ゆえ
に、池田敬氏に独立した立場からの監督機能
を発揮していただけるものと考えております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　取締役報酬等の決定、及び代表取締役・取締役・執行役員等の選定等の手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮
問機関として、代表取締役社長執行役員、独立社外取締役から構成される指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の議長は、独
立社外取締役の中から指名・報酬委員会の決議によって選定しており、現在は取締役会長が議長となります。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役会は４名（うち２名は常勤監査役）で構成されており、４名とも財務・会計に関する知見を有しております。監査役は会計監査人から監査計
画及び監査実施状況ならびに「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」等につき定期的に報告を受けて、監査結果及び会計監
査の状況を確認しています。また、監査役は当社の内部監査部門である内部監査室から監査計画ならびに監査業務遂行状況及び監査結果につ
いて定期的に報告を受けており、さらに、必要に応じて随時意見交換、情報交換を行っています。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

加藤 康雄 他の会社の出身者 △

井本 隆幸 他の会社の出身者 △

福本 茂伸 その他

浜嶋 哲三 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

加藤 康雄 　 ―――

銀行業務に関する豊富な知識を有しており、ま
た他社における監査役としての見識・経験等も
有していることから、それらの知見と見識を活
かした監査を実施していただくため選任してお
ります。

加藤康雄氏には、社外監査役の独立性の阻害
要因となりうる事情は存在せず、独立した立場
からの監督機能を発揮していただけるものと考
えております。

井本 隆幸 　 ―――

金融分野における高度な専門的知識を有し、
また海外勤務を含む金融機関における豊富な
実務経験及び他社における監査役としての経
験を有することから、井本隆幸氏の知識と経験
を活かした実効性の高い監査を実施していた
だくため選任しております。

井本隆幸氏には、社外監査役の独立性の阻害
要因となりうる事情は存在せず、独立した立場
からの監督機能を発揮していただけるものと考
えております。



福本 茂伸 ○

福本 茂伸氏は、当社が独自に定める「社

外役員の独立性要件」を満たしており、東
京証券取引所に独立役員として届け出て
おります。

警察、内閣官房、外務省等の様々な政府機関
において要職を歴任し、法令順守やリスク管理
に関する高度な知見を有しております。それら
の知見に基づき、当社の取締役の業務執行を
客観的かつ厳格に監査いただくため選任して
おります。

当社と福本 茂伸氏との間には利害関係はな

く、一般株主との利益相反が生じるおそれはな
いと考えております。

浜嶋 哲三 ○

浜嶋 哲三氏は、当社が独自に定める「社

外役員の独立性要件」を満たしており、東
京証券取引所に独立役員として届け出て
おります。

公認会計士としての専門的知識・豊富な実務
経験を有しており、同氏の知識・経験等を活か
した実効性の高い監査を実施していただくため
選任しております。

当社と浜嶋 哲三氏との間には利害関係はな

く、同氏は当社の会計監査人である有限責任
あずさ監査法人の出身者でありますが、2022
年6月に同監査法人を定年退職されており、東
京証券取引所の定める一般株主と利益相反の
生じるおそれがあるとされる事項に該当せず、
当社の定める「社外役員の独立性に関する判
断基準」にも抵触する事項はなく、一般株主と
の利益相反が生じるおそれはないと考えており
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は2020年１月期より、取締役に対する譲渡制限付株式報酬を導入しております。譲渡制限付株式報酬は、当社の取締役に当社の業績及び
株価の上昇や企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、報酬枠
（年額５億円以内）の範囲内において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給します。報酬は金銭債権とし、その総額は年額２億円以内（う
ち社外取締役分は年額２千万円以内）とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決
定いたします。

本制度の導入に伴い、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高め、株主重視の経営意識を高めることを目的とした報酬体系とし
て、2013年１月期より導入しておりました株式報酬型ストックオプションについては、すでに付与済みのものを除き、廃止しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

2025年度１月期の取締役及び監査役の報酬総額は、有価証券報告書及び事業報告において開示しております。内訳は以下のとおりであります。

　・　取締役報酬は７名に対するもの200,062千円、うち社外取締役３名に対するもの50,683千円です。

　・　監査役報酬は３名に対するもの28,800千円、うち社外監査役３名に対するもの28,800千円です。

注１．取締役1名は、上記支給額とは別に連結子会社から33,860千円が支給されております。

注２．取締役の支給額には、譲渡制限付株式の付与に係る第4１期事業年度中の費用計上額（59,702千円）を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

（１）当社は、取締役の報酬に関して、「公正性」、「透明性」が高く、業績に対する報酬として妥当な水準とするため、代表取締役社長執行役員、独
立社外取締役から構成される指名・報酬委員会による諮問を経て、取締役会決議により具体的な金額を決定しております。

（２）取締役の個人別の報酬は、その役割と責務及び当社の年間計画、中期計画等の達成度により決定するものとし、株主との価値共有、持続的
かつ中長期的な企業価値の最大化への動機づけや、優秀な人材確保を可能とすることを基本方針としております。

２．報酬体系

取締役の報酬体系は、「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」で構成され、1996年11月１日の有限会社アクセス臨時社員総会において承認された年
額５億円の報酬枠の範囲内で支給することとしております。当該臨時社員総会終結時点の対象取締役の員数は４名です。株式報酬については、
2019年４月17日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬枠のうち、年額２億円（うち社外取締役分は２千万円）、割り当てる当社株式の総
数を年20万株（うち社外取締役分は２万株）の範囲内として承認されております。第35回定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は６名（うち
社外取締役は３名）です。

（１）基本報酬　　

各取締役の役位に基づく毎月の定額金銭報酬とし、経営環境や他社水準等を考慮し、決定しております。

（２）賞与（短期業績連動）　

単年度の業績や個人別評価に応じて決定しており、年間計画に基づき設定した連結営業利益の達成度に応じた業績評価係数（0～120％の範囲
で変動）を乗じて求めた金額を算出し、事業年度後に一括支給（連結営業利益が赤字の場合は支給対象外）します。なお、当該指標を評価指標と
して選択した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためです。

　役位別の基本報酬　×　30％　×　業績評価係数（A）　　＝　短期業績連動報酬（賞与）

（業績評価係数）

連結営業利益達成度（A）

100％未満　　　　　 　　：　0

100％以上150％未満 ：　1.0

150％以上　　　　　　　 ：　1.2

　　　　　　　　　　　　　　　

（３）株式報酬（在籍条件型/業績条件型）

株式報酬は、2019年４月17日開催の第35回定時株主総会で譲渡制限付株式報酬を導入しており、中長期の株価向上への動機づけとリテンション
を目的に一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分である「在籍条件型（基本報酬の15％相当）」と中期計画等の達成度に連動する業績
連動部分である「業績条件型（基本報酬の50%相当）」で構成されます。「業績条件型」の株式報酬は、役員報酬と株主価値との連動性をより明確
にするため、株主総利回り（TSR）を業績連動報酬の業績評価指標とするほか、当社の持続的な成長と企業価値向上に向け、よりサステナビリティ
を意識した経営の取り組みを進めるため、サステナビリティ関連指標を設定しております。第41期については、中期業績目標として設定した以下の
項目を達成することを条件とし、割当株式について、それぞれの業績目標の占める割合（ウエイト）に応じて、譲渡制限期間の満了時点に譲渡制
限が解除される仕組みとしております。

ⅰ株式報酬の付与を実施した事業年度末を基準として3年後の事業年度末における当社株式の3年間のTSRが、同期間における配当込みのTOP
IXの成長率との比較において上回ること（評価ウエイト：90％）

ⅱ：サステナビリティ関連指標として、株式報酬の付与を実施した事業年度末を基準として3年後の事業年度末における当社連結グループの女性
管理職比率目標を達成すること（評価ウエイト：10％）

　なお、2026年1月期（第42期）に関る株式報酬は、支給を見送りとさせていただきます。

　在籍条件型（A）:　役位別の基本報酬　×　15％　

　業績条件型（B）:　役位別の基本報酬　×　50％　×　業績評価係数（上記ⅰ　＋　ⅱ）

　　　（A）　＋　（B）　＝　譲渡制限付株式報酬

なお、社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、基本報酬と株式報酬（在籍条件型のみ）で構成するものとしており、監査役につきまして
は、基本報酬のみで構成され、1996年11月１日の有限会社アクセス臨時社員総会において承認された年額1億円の範囲内で、監査役の協議によ
り決定しております。当該臨時社員総会終結時点の対象監査役の員数は１名です。

（４）報酬の構成比率



取締役に対する「基本報酬」「短期業績連動報酬（賞与）」「株式報酬」の比率は、業績目標をすべて達成した場合において50：18：32を目安に設定
しております。2026年1月期（第42期）は株式報酬の支給を見送りとしたことに伴い74：26：0　となります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社取締役会規程第６条に定める招集手続きに則り、事前に取締役会に付議する議案及び詳細を配布し、また、必要に応じて事前説明を行って
おります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しており、取締役会と監査役会という企業統治の基礎となる基本設計のほか、以
下に記載の各種会議体を設置し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

取締役会は、取締役８名（うち社外取締役５名）で構成しており、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組
織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。取締役会議長は、取締役会決議により、代表取締
役社長執行役員を選任しております。

取締役会は、月１回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、その場で迅速な意思決定を行っております。取締役会は、会社の経営方針、経
営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を通じて、
経営全般に対する監督機能を発揮し、持続的な企業価値の向上に努めております。当社の取締役会には、５名の社外取締役が選任されておりま
す。社外取締役は、取締役会及び臨時取締役会に出席し、業績その他の経営状況の把握に努め、客観的立場から助言を行い意見を述べていま
す。

監査役会は、監査役４名（全て社外監査役）で構成されており、各監査役による監査の実効性を確保するための体制整備に努めております。各監
査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担などに従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役会の職務執行及び取
締役会の監督義務の履行状況について適法性監査及び妥当性監査を行っており、持続的な企業価値の向上に向けて、企業の健全性を確保し、
株主共同の利益のための行動を行っております。また、取締役の職務執行の監督・牽制機能を高めるため、代表取締役、取締役、執行役員の候
補者や報酬等の決定に関わる諮問機関として、独立社外取締役３名と代表取締役社長執行役員１名を構成員とする指名・報酬委員会を設置して
おり、取締役会長（独立社外取締役）を議長として選任しております。

当社は、当社グループ全体の経営に関する基本方針及び重要施策について迅速かつ適時に審議・決定することにより、効果的・効率的に経営を
推進するため、経営会議を置いております。経営会議は、代表取締役社長執行役員及び役付執行役員、並びに社長執行役員が特に指名した者
（全社内取締役、執行役員計７名）で構成され、議長は、代表取締役社長執行役員であります。原則として月１回この会議を開催することにより、
経営課題の迅速な把握と施策の決定・推進を行っております。

また、代表取締役社長執行役員及び管理関係部門の責任者をメンバーとし、常勤監査役２名をオブザーバーとするコンプライアンス・リスク管理委
員会を設置しており、各部門のリスク状況の区分・把握・報告、規程の立案・制定を含むリスク管理体制の整備を行うとともに、未然防止策・対応
策の立案・実行その他必要な事項の実施に関し、モニタリングを行い、これらの活動状況に関し、適時取締役会に対し、報告を行っております。

会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。会計監査人は、経営者及び監査役会との間で定期的な

ディスカッションを行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外取締役の選任と監査役会との連携及び指名・報酬委員会の設置によって、十分なガバナンス機能及び機構を保有できているものと
考えます。特に、産業界において卓越した経験を有し、当社経営陣に対して有効な監督能力を有する社外取締役や、業界において豊富な経験と
知見を有する社外監査役を配置することにより、経営に対する十分な監督機能を発揮できているものと確信しています。

当社の社外取締役は、コンプライアンスやリスク管理について、自らの実践例や経験を基に、あるべき姿を提示することにより、当社の経営陣が
過ちを犯すことがないように監督することにその主たる役割と機能を有しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会招集通知については、早期発送に努めるとともに、第25回定時株主総会より、
当社ホームページに「招集ご通知」及び「決議ご通知」等を掲載しております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は１月決算であります。よって、株主総会の集中日は回避しております。

電磁的方法による議決権の行使 第23回定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を開始いたしました。



議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第37回定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加いたしました。

招集通知（要約）の英文での提供
第36回定時株主総会より、招集通知（要約）を英訳し、ホームページに掲載しております。

https://www.access-company.com/en/investors/library/shareholders/#the-38th

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページ内のIR情報ページにおいて、ディスクロージャーポリシーを
掲載しております。

https://www.access-company.com/esg/governance/disclosure/

個人投資家向けに定期的説明会を開催
定時株主総会において、各連結会計年度の事業報告や連結計算書類の概要
報告に加え、今後の事業方針や技術戦略等に関する説明を行っております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

通期決算及び第２四半期決算の発表日に、アナリスト・機関投資家向けに投
資に関する説明会を実施し、業績や事業進捗等に関する説明を行っておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、適時開示情報、決算説明会資料等のIR資料を当社ウェブサイトに
掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR活動を担当する部署と担当者を設置し、各部門との情報連携の上で、株主
をはじめとする広範なステークホルダーからの問い合わせに対応し、円滑な関
係構築を目指しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ステークホルダーの立場の尊重について、企業理念「Vision Statement」「Core Value」及び

「企業行動基準」において定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社の定める「企業行動基準」において、国際的な環境基準を視野に入れ、省資源、省エ
ネルギー、リサイクルおよび環境保全に努めることを定めております。当社の環境課題へ
の取り組みについて、以下のURLをご覧ください。

https://www.access-company.com/esg/environment/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

会社法、金融商品取引法、各種法令及び東証「有価証券上場規程」等を遵守するととも
に、当社の定める「企業行動基準」において、「経営状況および企業活動の内容について
適正な評価や理解を得るために、必要かつ十分な情報の開示」を行うことについて定めて
おります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（業務の適正を確保するための体制）

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務ならびに当該株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保する体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

１．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　(1)企業理念「Vision Statement」を策定し、当社グループ役職員全員の目指す方針及び基本的価値観とするほか、実践すべき行動の基準・規範

を定めた「企業行動基準」、「コンプライアンス・リスク管理規程」等を制定し、周知徹底を図る。

　(2)取締役会において取締役会規程を制定し、当該規程に定める基準に従って会社の重要な業務執行を決定する。

　(3)取締役会が取締役の職務の執行を監督するために、取締役は、会社の業務執行状況を定期的に取締役会に報告するとともに、他の取締役



の職務執行を相互に監視、監督する。

　(4)取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に従い、社外監査役を含む監査役の監査を受ける。

　(5)株主総会において知識・経験の豊富な社外取締役を選任し、良識に基づいた大所高所からの意見、助言を得る。

　(6)「内部通報制度および通報者の保護に関する規程」を整備し、匿名及び外部窓口経由による方法も含め、コンプライアンス関連の通報、相談
を受け付ける。通報の事実は秘密に保持し、内部通報者に対して不利益となる措置を行わない。

　(7)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の
関係をもたない体制を整備する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、書面（電磁的記録を含む）により作成、保
管、保存するとともに、取締役、監査役、会計監査人による閲覧、謄写に供する。

　(2)取締役の職務の執行に係る情報については、法令又は「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、必要十分
な情報開示を行う。

　(3)情報セキュリティについては、「ACCESSグローバル情報セキュリティ基本方針」、「情報セキュリティガイドライン」等を策定するとともに、「情報
セキュリティ委員会」の設置、開催を通して、情報セキュリティ管理体制を整備し、安全かつ適正な情報資産の保有、活用、管理に取り組む。

３．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(1)「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、各部門及び各子会社のリスク管理業務を統括し、リスク管理の基本方針、推進体制、リスク
管理に関する規程の立案その他重要事項を総合的に決定する。

　(2)「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、各部門及び各子会社について監視すべきリスクを識別し、関連する各部門、プロジェクトチーム及び
役職員からのインプットに基づいて、リスク及びコントロール状況のモニタリングを行う。

　(3)当社及び当社子会社の経営に重大な影響を及ぼすような危機的なリスクが、万が一発生した場合には、代表取締役社長執行役員を本部長
とする対策本部を設置し、外部アドバイザーと連携して、迅速な対応を行うことにより損害を最小限に抑えるとともに、再発防止のための対策を講
ずる。

　(4)経営上の重大なリスクへの対応方針その他損失の危険に関する重要な事項は、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なもの
については取締役会で報告する。

４．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(1)経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を採用する。取締役会
は、会社法に従い経営戦略及び重要な業務執行の決定並びに業務執行の監視・監督の機能を担い、代表取締役及び一部の業務担当取締役並
びに各部門の長の中から選任された者は、執行役員として業務を執行する。

　(2)代表取締役社長執行役員及び役付執行役員、並びに社長執行役員が特に指名した者で構成される経営会議を設置し、当社グループ全体の
基本方針及び重要な業務執行事項について審議し、取締役会で決定すべき事項を除きその決定を行う。

　(3)企業理念を踏まえて、当社グループ全体の中期経営計画及び年次事業計画・予算を策定し、その進捗を確認する。また、原価管理や経営情
報の迅速かつ正確な把握を可能にするために、必要な基幹システムを構築する。

　(4)組織、権限及び業務分掌に関する社内規程を制定し、役割、権限、責任及び手続の明確化を図る。

５．財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社及び当社子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令の定めに従い、健全な内部統制
環境の保持に努め、全社及び業務プロセスにおける統制活動を強化し、評価、維持、改善等を行うことで、財務報告の信頼性と適正性を確保す
る。

６．当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　(1)企業理念「Vision Statement」を策定し、当社グループ役職員全員の目指す方針及び基本的価値観とするほか、すべての社員が実践すべき

行動の基準・規範を定めた「企業行動基準」、「コンプライアンス・リスク管理規程」等を制定し、周知徹底を図る。問題があった場合には、就業規則
に従い、厳正な処分を行う。

　(2)代表取締役社長執行役員は、機会があるごとに、コンプライアンス（法令遵守、企業倫理）の重要性及びこれに真剣に取り組む会社の方針・
決意を社員に伝達する。

　(3)「内部通報制度および通報者の保護に関する規程」を整備し、コンプライアンス関連の通報、相談を受け付けるとともに、運用状況を定期的に
監査役に報告する。通報の事実は秘密に保持し、内部通報者に対して不利益となる措置を行わない。

　(4)代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施し、被監査部門に改善点等をフィードバックするとともに、代
表取締役社長執行役員及び監査役にその活動状況を報告する。内部監査室長は、取締役会及び監査役会を除き、必要に応じて、一切の社内会
議に出席する権限を有する。

　(5)「コンプライアンス・リスク管理委員会」及び法務部門が中心となって、コンプライアンスに関する社員向けセミナー、研修を開催し、教育、啓発
活動を行う。

７．当社企業集団における業務の適正を確保するための体制

　(1)子会社の取締役又は監査役として、当社の取締役、監査役、執行役員又は社員を派遣する。派遣された者は、子会社の取締役又は監査役と
して、子会社の取締役の業務執行の監視・監督又は監査を行う。

　(2)子会社の事業計画、経営状況、業務執行の状況等は、経営会議若しくは、代表取締役社長執行役員及び役付執行役員が特に指名した者か
ら構成される海外取締役会に報告させることにより、当社グループ全体の業務執行状況の適時把握を図り、必要に応じて改善点等を指摘する。

　(3)各子会社は、自社の規模、事業の性質、所在国その他会社の特性を踏まえて、当社と連携をとりつつ、独自に内部統制システムの整備を行
う。

　(4)企業理念に加え、当社グループ役職員全員が実践すべき行動の基準・規範を定めた「企業行動基準」を制定し、周知徹底を図る。また、所在
国の状況に応じて各子会社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」等を制定し、実践する。

　(5)当社と子会社間の取引条件については、統一的な取引スキームを設定して、いずれかに著しく不利益となったり、恣意的なものとなったりしな
いようにする。

８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　(1)監査役から必要として要請があったときには、監査役の指揮命令下に監査役の職務を補助すべき社員を配置する。

　(2)監査役の職務を補助すべき社員の人数、資格等に関しては、監査役と代表取締役社長執行役員との間の協議により決定する。

９．監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

　(1)監査役の職務を補助する社員は、監査役の指揮命令下に置かれ、その業務に専念する。

　(2)監査役の職務を補助する社員の任命、異動等に関しては、監査役と代表取締役社長執行役員との間の協議により決定する。



　(3)監査役の職務を補助する社員の人事考課、目標管理等については、常勤監査役が行う。

10．当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　(1)監査役は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席する権限を有する。

　(2)当社及び当社子会社の取締役、執行役員、社員は、監査役の求めに応じて、各社の業務執行の状況を報告する。

　(3)当社及び当社子会社の取締役は、各社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。

　(4)当社は、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、監査役への報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　(1)社外監査役として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、代表取締役社長執行役員や執行役員等、業
務を執行する者からの独立性を保持する。

　(2)監査役会は、代表取締役社長執行役員と定期的に会議をもち、重要課題等について協議、意見交換を行う。

　(3)監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて、内部監査室に調査を依頼することができる。

　(4)監査役は、会計監査人と定期的に会議をもち、意見及び情報の交換を行う。

　(5)監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを請求した場合、速やかに応じる。

　

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

当社では、「業務の適正を確保するための体制」に基づき、社内体制を整備するとともに、適切な運用に努めております。当事業年度における業
務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

１．取締役の職務の適正及び効率性の確保に関する事項

取締役会は、提出日現在、社外取締役５名を含む取締役８名で構成され、監査役４名（全て社外監査役）も出席しております。第41期においては、
取締役会を16回開催し、重要な意思決定、職務執行の状況報告等について活発な意見交換が行われ、監督がなされているほか、取締役会の実
効性評価実施により、実効性を確認しております。

２．リスク管理に関する事項

代表取締役社長執行役員及び管理関係部門の責任者をメンバーとし、常勤監査役２名をオブザーバーとするコンプライアンス・リスク管理委員会
を設置しており、各部門のリスク状況の区分・把握・報告、規程の立案・制定を含むリスク管理体制の整備を行うとともに、未然防止策・対応策の
立案・実行その他必要な事項の実施に関し、モニタリングを行い、これらの活動状況に関し、適時取締役会に対し、報告を行っております。

３．コンプライアンスに関する事項

当社グループの役職員に対し、コンプライアンス意識の向上に努めるため、定期的にコンプライアンスセミナー、その他研修を開催いたしておりま
す。また、「内部通報制度および通報者の保護に関する規程」を整備した上で、内部通報窓口を開設し、問題の早期発見、早期解決に取り組んで
おります。

４．内部監査に関する事項

内部監査室により、社内各部署及び当社グループ各社が、法令、定款、規程その他社会規範等に則し、適切な業務運営がなされているか、書類
の閲覧及びヒアリング等を通じて監査を行っております。内部監査室長は、これらの監査結果について、取締役及び監査役並びに執行役員が出
席する経営会議において報告を行うほか、取締役会及び監査役会に対する報告を適宜行っております。

５．監査役監査に関する事項

常勤監査役２名は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席するほか、役職員に対し個別のヒアリングを行うことにより、取締役の業務
の執行状況やコンプライアンスに関する問題点を確認するとともに、会計監査人及び内部監査室とも情報交換を行っており、経営監視機能の強化
及び向上を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．基本的な考え方

　当社は、企業市民として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その圧力に屈することなく、組織全体として毅然とし
た態度で対応し、取引関係その他一切の関係をもたない体制を整備することとし、「内部統制システムに関する基本方針」に明文化しております。

２．社内体制の整備状況

　当社は、企業行動基準を制定し、その中で反社会的勢力との関係排除及び対決を宣言するほか、「反社会的勢力排除規程」において、組織とし

ての対応方法を定め、不当要求が発生した場合の対応窓口（総務部）による情報の一元管理を行っております。また、社団法人警視庁管内特殊

暴力防止対策連合会（特防連）及びその下部組織である特殊暴力防止対策協議会（特防協）に加入し、定例会、講習会等に積極的に参加するこ

とで、情報収集及び関係各署との密接な連携体制構築を図るほか、全社員に対して実施するコンプライアンス研修において、反社会的勢力との

関係遮断の重要性について、周知・徹底を図っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は、「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針」に関して、2016年４月13日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって廃止いた
しました。



　なお、当社は、今後も当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な維持向上に取り組んでまいります。

　また、買収防衛策の廃止後も、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様に適切に判断いただ
くために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、
金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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取締役（８名）
うち社外取締役（5名）

取締役会 監査役会

監査役（4名）
うち社外監査役（4名）

【業務執行体制】

選任・解任

社長（代表取締役）

各部門及びグループ会社

経営会議（7名）

取締役（社内のみ）

執行役員

監査

選定／解職
監督

諮問

答申

経営上の重要事項の付議
業務執行の報告

報告
提言

内部監査

報告

出席
出席

会計監査 会計監査人出席

会計監査

報告

【
連
携
】

コンプライアンス・リスク
管理委員会

報告

選任・解任 選任・解任

株主総会

指名・報酬委員会（4名）
うち社外取締役（3名）

内部監査室（3名）

サステナビリティ
ワーキンググループ

議長  ：代表取締役
事務局：コーポレート本部

ガバナンス委員会（9名）
うち社外取締役（5名）
うち社外監査役（4名）

監視・監督

コーポレート・ガバナンス及び内部統制体制図
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〈企業統治の体制概要〉
役職名 氏名 取締役会 監査役会 経営会議

指名・報酬
委員会

ガバナンス
委員会

コンプライアンス・
リスク管理委員会

代表取締役
社長執行役員

大石 清恭 ◎ ◎ 〇 ◎

取締役
副社長執行役員CFO

吉岡 勉 〇 〇 〇

取締役
専務執行役員

夏海 龍司 〇 〇

取締役会長
（社外）

細川 恒 〇 ◎ 〇

取締役
（社外）

宮内 義彦 〇 〇 〇

取締役
（社外）

水盛 五実 〇 〇 ◎

取締役
（社外）

富田 亜紀 〇 〇

取締役
（社外）

池田 敬 〇 〇

常勤監査役
（社外）

加藤 康雄 △ ◎ △ 〇 △

常勤監査役
（社外）

井本 隆幸 △ 〇 △ 〇 △

監査役
（社外）

福本 茂伸 △ 〇 〇

監査役
（社外）

浜嶋 哲三 △ 〇 〇

各機関ごとの構成員は上記のとおりです。
（注）１．◎は議長又は委員長、〇は構成員、△は出席者を表しております。
２．経営会議及びコンプライアンス・リスク管理委員会の構成員には、上記のほか関係する業務運営組織の長等が含まれます。
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取締役会（承認）

適時開示体制

取締役 経理部・関連部門 各部門・子会社

決定事実 発生事実決算情報

情報取扱責任者
情報開示事務局（経営企画部・経理部・総務部）

証券取引所 報道機関等当社ホームページ

報 告

経営会議（審議）

報 告
付 議

連 携

情報開示
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